
■制度の目的・概要 
  本補助金は、県内の法人その他の団体による、県内における環境の保全及び快適な環境の
創造に資する自主的な活動を促進することを目的としており、地域の先進的で他の模範と
なる環境保全活動を行う団体に対し、活動費の助成を行います。 

 

■補助対象者 
 

  県内団体 
   ※県内で活動するとともに、団体の本拠としての事務所を県内に有するなどの要件もあ

りますので、詳しくはお問い合わせください。 
 

■補助対象事業 
  環境に関して実施主体（主催）となって実施する活動で、先進的で他の模範となる実践活

動または教育啓発活動が対象となります。 
補助事業を実施するために必要と県が認める経費が補助対象となりますが、対象にならな
い経費もありますので詳しくはお問い合わせください。 

  
 

■補助金額 上限１０万円（予算額１００万円） 

 

■補助率  １０／１０ 

 

■申請期間 
 

令和８年４月上旬～随時受付（令和９年２月末日まで） 

 

■お問合せ先 
 鳥取県 生活環境部 脱炭素社会推進課  

  TEL：0857-26-7875  

E-mail:datsutanso@pref.tottori.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

（具体例） 

・省エネ実践、再生可能エネルギーの導入促進等による温室効果ガス削減取組 

・４Ｒ＋Renewableによる廃棄物の発生抑制及び循環型社会の形成に係る普及・実践 

・エコ活動の実施を呼びかける情報発信 

・自然環境を生かし育てる意識醸成のためのイベントの開催 

・自然との共生を目指した地域づくり 

・自然生態系の保全活動               など 

みんなで 
環境保全の活動に 
取り組もう！ 

トットリボーン！環境活動支援補助金 
～環境保全活動支援事業～のご案内 

補助申請額が予算額に

達し次第、募集を終了

します。 

活用をご検討の方はお

早めにご問い合わせく

ださい。 


